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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】薄膜封止構造、製造方法及び当該構造の表示装置
【技術分野】
【０００１】
　本発明はディスプレイ技術分野に関し、特に薄膜封止構造、製造方法及び当該構造の表
示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　封止技術は、有機発光ダイオード(ＯＬＥＤ)において常用された技術である。有機発光
ダイオードが封止処理される目的は、特に水、酸素から有機発光ダイオードの発光層を保
護するように有機発光ダイオードを保護することである。一般的には、ガラスフリット封
止、乾燥シート追加カバー封止等で有機発光ダイオードを封止することにより、水、酸素
に対する遮断能力を向上させる。しかしながら、上記封止構造は、普通にハードスクリー
ンに対するもので、フレキシブルスクリーンに使用できないため、フレキシブルスクリー
ンの技術発展に制限される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　これに鑑みて、本出願は、水、酸素に対する遮断能力を高める薄膜封止構造を提供する
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。また、本出願は、上記薄膜封止構造を備える表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一態様は、薄膜封止構造を提供する。当該薄膜封止構造は、有機発光ダイオー
ドの一側面に交互積層されている複数の無機層と少なくとも一つの有機層とを含み、前記
複数の無機層は、内側から順番で第一無機層から第Ｎ無機層までにするＮ層の無機層（Ｎ
≧２）を含み、少なくとも前記第一無機層の屈折率が内側から外につれ増加していく。
【０００５】
　一実施例において、前記第一無機層は、内側から順番で第一サブ層から第Ｍサブ層まで
にするＭ層のサブ層（Ｍ≧２）を含み、前記第一無機層のＭ層のサブ層における各サブ層
の屈折率が、第一サブ層から第Ｍサブ層までに次第増加する。
【０００６】
　一実施例において、前記第一無機層の前記Ｍ層のサブ層における各サブ層の厚さは、前
記第一サブ層から前記第Ｍサブ層までに次第増加する。
【０００７】
　一実施例において、前記複数の無機層の屈折率が、内側から外につれ増加していく。
【０００８】
　一実施例において、前記封止構造の前記複数の無機層の屈折率が、第一無機層から第Ｎ
無機層までに次第増加する。
【０００９】
　一実施例において、前記薄膜封止構造の前記複数の無機層において、前記有機発光ダイ
オードに隣接する無機層は第一無機層である。
【００１０】
　一実施例において、前記第一無機層の屈折率範囲は、１．４５～１．９１になる。
【００１１】
　一実施例において、前記第一無機層の第一サブ層の屈折率範囲は、１．４５～１．８１
になる。
【００１２】
　一実施例において、前記薄膜封止構造の前記複数の無機層に前記有機発光ダイオードに
一番遠隔された無機層が第Ｎ無機層であり、前記第Ｎ無機層の屈折率範囲は、１．６３～
１．９１になる。
【００１３】
　本発明の他の態様は、表示装置を提供する。当該表示装置は、基板、表示素子、及び上
記薄膜封止構造を含む。
【発明の効果】
【００１４】
　上記薄膜封止構造は、有機発光ダイオードの一側面に交互積層されているので複数の無
機層と有機層を含み、少なくとも第一無機層の屈折率が内側から外につれ増加していく。
第一無機層の有機発光ダイオードに隣接する少なくとも一つのサブ層は、温度が低い又は
パワーが低いので蒸着法で形成されるにより、蒸着による有機発光ダイオードに与える損
傷を減少することができる。一方、第一無機層の有機発光ダイオードから離れる少なくと
も一つのサブ層は、温度が高い又はパワーが高いので蒸着法で形成されるにより、屈折率
が高く、欠陥が少なく、より緻密の無機層が形成でき、封止構造の水・酸素遮断能力を向
上させることができ、有機発光ダイオードの貯蔵寿命を大幅に伸ばされる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　本発明の実施例または従来技術による技術案をより明らかに説明するために、実施例ま
たは従来技術を記述するのに必要な図面を簡単に説明する。後述する図面は本発明の実施
例に過ぎず、当業者として創造的な努力を必要とせずに、これらの図面に基づいて他の実
施例の図面を得られることが明らかである。
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【図１】本発明の一実施例に係る表示装置の構造概略図である。
【図２】本発明の実施例１に係る薄膜封止構造の概略図である。
【図３】本発明の実施例２に係る薄膜封止構造の概略図である。
【図４】比較例１に係る薄膜封止構造の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の上記目的、技術案及び利点をより明確にさせるため、以下、図面を参照しつつ
、本発明の具体的な実施例をもって本発明の薄膜封止構造及び表示装置を詳細に説明する
。次の説明において、本発明が理解されるために具体的な内容を述べているが、本発明は
以下の具体的な実施例に限定されていない。
【００１７】
　図１～図４に示すように、本発明の薄膜封止構造は、有機発光ダイオード例えば表示素
子(ＯＬＥＤ素子等)の一側面に交互積層されている複数の無機層及び少なくとも一つの有
機層を含む。複数の無機層は、内側から順番で第一無機層から第Ｎ無機層までにするＮ層
の無機層（Ｎ≧２）を含む。ここで、少なくとも第一無機層の屈折率は内側から外につれ
増加していく。
【００１８】
　屈折率の高さは、無機層の品質と関係がある。薄膜がより緻密になるほど、屈折率が高
くなり、水・酸素遮断能力も高くなる。薄膜封止構造が、有機発光ダイオードの一側面に
隣接する第一無機層の屈折率が内側から外につれ増加していくように設置されている。有
機発光ダイオードに隣接する第一無機層の少なくとも一つのサブ層は、温度が低い又はパ
ワーが低いので蒸着法で形成されるにより、蒸着による有機発光ダイオードに与える損傷
を減少することができる。一方、第一無機層の有機発光ダイオードから離れる少なくとも
一つのサブ層は、温度が高い蒸着法で形成されるにより、屈折率が高く、欠陥が少なく、
より緻密の無機層が形成でき、封止構造の水・酸素遮断能力を向上させることができ、有
機発光ダイオードの貯蔵寿命を大幅に伸ばされる。
【００１９】
　蒸着法で第一無機層を形成する際に、蒸着温度が高すぎると、有機発光ダイオードに損
傷を与える可能性があるが、温度が低すぎると、蒸着された原子群のエネルギー移行が足
りなくて、欠陥が多い。その一方、本発明において、まず有機発光ダイオード上に屈折率
が低い隣接する第一無機層を蒸着する。温度が低い（例えば３０℃～６０℃）条件と、設
備状況に対応する低いパワー条件で隣接する第一無機層を蒸着形成できるから、有機発光
ダイオードに与える損傷を減少することができる。また、形成された有機発光ダイオード
に隣接する第一無機層が有機発光ダイオードをカバーするから、以降蒸着するような無機
層に良好な界面環境を提供し、さらに、以降のプロセスに蒸着温度を増加して屈折率が高
い第一無機層を形成するメリットがある。屈折率が高い第一無機層はより緻密であり、欠
陥が少なく、優れた水・酸素遮断能力を備える。
【００２０】
　なお、蒸着で第一無機層を形成する方法とは、マグネトロンスパッタ法、原子層蒸着法
、電子ビーム蒸着法、プラズマ強化化学蒸着法などを用いることができる。好ましい実施
形態として、第一無機層は、内側から順番で第一サブ層から第Ｍサブ層までにするＭ層の
サブ層（Ｍ≧２）を含み、第一無機層の屈折率が、第一サブ層から第Ｍサブ層までに次第
増加する。他の無機層についても同様である。
【００２１】
　封止工程から見れば、一般的に、屈折率が低い第一サブ層が、有機発光ダイオードに与
える損傷が小さい方法で形成される。第一サブ層が、パワーも温度も低い損傷抑え工程で
形成されるため、第一層の封止膜とされると有機発光ダイオードに与える損傷を減少する
ことができる。
【００２２】
　屈折率が増加させた第二サブ層は、屈折率が低い同質層である第一サブ層上に積層され
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る。第二サブ層と第一サブ層とは同質層であるため、両者の構造はマッチされて結合力が
高い。第二サブ層は、パワーも温度も高くなる条件による工程で製造されて、膜質を向上
させ、屈折率がより高い第二サブ層の内部欠陥を減少させ、より緻密であるから、水・酸
素遮断能力をより向上させることができる。第二サブ層の製造時のパワー及び温度が高く
なるが、第一サブ層による有機発光ダイオードに対する保護作用があるため、第二サブ層
を蒸着する工程において有機発光ダイオードに損傷を与えることはない。このように、第
一サブ層と第二サブ層の結合により、水・酸素遮断能力を向上させるが、ＯＬＥＤ素子に
与える損傷が回避できるという総合的な効果が達成される。
【００２３】
　同様に、屈折率が次第増加させた第三サブ層から第Ｍサブ層までに順次積層して蒸着す
る。蒸着プロセスにおいて温度とパワーがさらに高くなれ、よって水・酸素遮断能力がさ
らに向上された高品質な膜層を得ることができる。
【００２４】
　多段蒸着で屈折率が次第増加させる同質層は第一サブ層～第Ｍサブ層とするより、各サ
ブ層の欠陥が拡散と伸びることを効果的に防止することができ、かつ、屈折率が高い膜層
はより緻密であり、応力も次第低下された。
【００２５】
　好ましくは、薄膜封止プロセスにおいて、多段蒸着法で無機材料を提供し、蒸着条件を
次第変化して同質な無機材料でも屈折率を次第増加させ、緻密性も次第向上させ、内部欠
陥も次第低下させる。このように、第一無機層の屈折率が内側から外につれ増加していく
。
【００２６】
　好ましくは、無機材料はＳｉＯｘ、ＳｉＮｘ、ＴｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３のいずれか一種又
はそれらの混合物であってもよい。
【００２７】
　例えば、薄膜封止プロセスにおいて、まず、化学蒸着法(Ｃｈeｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ
　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ、ＣＶＤ)で有機発光ダイオードの一側面に無機材料を蒸着して
、緩衝層として屈折率が低い第一サブ層を成長させ、そして屈折率がより高い第二サブ層
として屈折率が高い同質膜を成長させる。ここで、屈折率が低い第一膜層は形成される際
に、ベースとしたＯＬＥＤ素子に与える損傷を回避するために、温度が５０℃、パワーが
３００Ｗという低温低パワー条件で工程が行われる。一方、屈折率がより高い第二膜層は
形成される際に、その品質を向上させるために、温度が８０℃、パワーが８００Ｗという
高温高パワー条件で工程が行われる。好ましい実施形態として、第一サブ層から第Ｍサブ
層までの厚さを次第に増加する。層厚は次第に増加されるより、屈折率が高くてより緻密
な膜層の厚さを保証でき、水・酸素遮断能力が一層向上する。
【００２８】
　好ましい実施形態として、薄膜封止構造における各無機層の屈折率が、いずれも内側か
ら外につれ増加していく。
【００２９】
　例えば、薄膜封止構造は、内側から順番で積層された第一無機層、第一有機層、第二無
機層を含む。第一無機層の屈折率が内側から外につれ増加していく、第二無機層の屈折率
も内側から外につれ増加していく。
【００３０】
　第二無機層は第一サブ層、及び屈折率が第一サブ層より高い第二サブ層を含む。第一サ
ブ層は屈折率が低いため、温度もパワーも低い条件で蒸着されることができ、第一有機層
に与える損傷を減少する。第二サブ層は屈折率が高いから、温度もパワーもより高い条件
で、第一有機層に損傷を与えなくて蒸着されることができる。また、第一サブ層を緩衝層
とするため、第二サブ層は、温度もパワーもより高い条件で形成されることができ、欠陥
が減少され、より緻密になり、水・酸素遮断能力も一層向上する。また、第二サブ層は、
封止構造の表面に配置されているため、屈折率が高く、より緻密で、水・酸素遮断能力も
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高い薄膜層になるように形成される必要がある。
【００３１】
　全ての無機層の屈折率が内側から外につれ増加していくので、即ち封止構造表面に近接
する膜層であるほど屈折率が高くなることにより、水・酸素遮断性能がより優れ、封止構
造の耐用寿命が伸ばされる。
【００３２】
　好ましい実施形態として、封止構造の屈折率は第一無機層から第Ｎ無機層までに次第増
加する。
【００３３】
　好ましい実施形態として、薄膜封止構造の複数の無機層において、有機発光ダイオード
に隣接する無機層は第一無機層とする。第一無機層の第一サブ層は屈折率が低いため、一
般にパワーも温度も低い条件の損傷抑え工程で形成される。このように、第一無機層の製
造時に有機発光ダイオードに与える損傷を減少できる。
【００３４】
　好ましい実施形態として、第一無機層の屈折率範囲は１．４５～１．９１になる。
【００３５】
　好ましい実施形態として、第一無機層の第一サブ層の屈折率範囲は１．４５～１．８０
になる。好ましくは、第一無機層の第一サブ層の蒸着温度は３０～６０℃の範囲になり、
蒸着パワーは設備の実際的な状況に対応して確定されたが、低パワー条件で行う。
【００３６】
　好ましい実施形態として、薄膜封止構造の複数の無機層において、前記有機発光ダイオ
ードに一番遠隔された無機層は第Ｎ無機層とし、屈折率範囲は１．６３～１．９０になる
。
【００３７】
　図１に示すように、本発明の表示装置は基板１０、表示素子２０及び薄膜封止構造を含
む。表示素子２０は有機発光ダイオードである。薄膜封止構造は、表示素子２０の基板１
０から離れる側に配置され、表示素子２０を封止する。薄膜封止構造は、表示素子２０の
一側面に内側から順番で積層された第一無機層１１０、第一有機層２１０、第二無機層１
２０及び第二有機層２２０を含む。
【００３８】
実施例１
　図２に示すように、本実施例の薄膜封止構造は有機発光ダイオードの一側面に内側から
順番で積層される第一無機層１１０、第一有機層２１０及び第二無機層１２０を含む。
【００３９】
　ここで、第一無機層１１０は、内側から順番に窒化ケイ素で形成された第一無機層の第
一サブ層１１１と第一無機層の第二サブ層１１２である。第一無機層の第一サブ層１１１
と第一無機層の第二サブ層１１２は屈折率がそれぞれに１．７８、１．８５であり、厚さ
がそれぞれに２００ｎｍ、８００ｎｍである。
【００４０】
　第二無機層１２０は、内側から順番に窒化ケイ素で形成された第二無機層の第一サブ層
１２１と第二無機層の第二サブ層１２２である。第二無機層の第一サブ層１２１と第二無
機層の第二サブ層１２２は、屈折率がそれぞれに１．７９、１．８５であり、厚さがそれ
ぞれに２００ｎｍ、８００ｎｍである。
【００４１】
　当該実施例の薄膜封止構造で封止された表示装置は、高温高湿（６０℃、９０Ｈ）の実
験条件で測定された上、貯蔵寿命が７６０ｈを超える。
【００４２】
実施例２
　図３に示すように、本実施例の薄膜封止構造は有機発光ダイオードの一側面に内側から
順番で積層される第一無機層１１０、第一有機層２１０及び第二無機層１２０を含む。
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【００４３】
　ここで、第一無機層１１０は、内側から順番に窒化ケイ素で形成された第一無機層の第
一サブ層１１１、第一無機層の第二サブ層１１２、及び第一無機層の第三サブ層１１３で
ある。第一無機層の第一サブ層１１１、第一無機層の第二サブ層１１２、第一無機層の第
三サブ層１１３は屈折率がそれぞれに１．７６、１．８３、１．８５であり、厚さがそれ
ぞれに１００ｎｍ、４００ｎｍ、５００ｎｍである。
【００４４】
　第二無機層１２０は、内側から順番に窒化ケイ素で形成された第二無機層の第一サブ層
１２１、第二無機層の第二サブ層１２２、及び第二無機層の第三サブ層１２３を含む。第
二無機層の第一サブ層１２１、第二無機層の第二サブ層１２２、第二無機層の第三サブ層
１２３は屈折率がそれぞれに１．７６、１．８３、１．８７であり、厚さがそれぞれに１
００ｎｍ、４００ｎｍ、５００ｎｍである。
【００４５】
　当該実施例の薄膜封止構造で封止された表示装置は、６０℃、９０Ｈの実験条件で測定
された上、貯蔵寿命が８７０ｈである。
【００４６】
実施例３
　本実施例の薄膜封止構造は、有機発光ダイオードの一側面に内側から順番で積層される
第一無機層、第一有機層及び第二無機層を含む。
【００４７】
　ここで、第一無機層は、内側から順番に窒化ケイ素で形成された第一無機層の第一サブ
層、第一無機層の第二サブ層、及び第一無機層の第三サブ層である。第一無機層の第一サ
ブ層、第一無機層の第二サブ層、及び第一無機層の第三サブ層は、屈折率がそれぞれに１
．７６、１．８３、１．８５であり、厚さがそれぞれに２００ｎｍ、５００ｎｍ、６００
ｎｍである。
【００４８】
　第二無機層は、窒化ケイ素で形成された単一な屈折率を有するサブ層である。第二無機
層は、屈折率が１．８７であり、厚さが１０００ｎｍである。
【００４９】
　当該実施例の薄膜封止構造で封止された表示装置は、高温高湿（６０℃、９０Ｈ）の実
験条件で測定された上、貯蔵寿命が７６０ｈを超える。
【００５０】
実施例４
　本実施例の薄膜封止構造は、有機発光ダイオードの一側面に内側から順番に積層される
第一無機層、第一有機層及び第二無機層を含む。
【００５１】
　ここで、第一無機層は、内側から順番に窒化ケイ素で形成された第一無機層の第一サブ
層と第一無機層の第二サブ層である。第一無機層の第一サブ層、第一無機層の第二サブ層
は、屈折率がそれぞれに１．７８、１．８０であり、厚さがそれぞれに５００ｎｍ、６０
０ｎｍである。
【００５２】
　第二無機層は、内側から順番に窒化ケイ素で形成された第二無機層の第一サブ層と第二
無機層の第二サブ層を含む。第二無機層の第一サブ層、第二無機層の第二サブ層は、屈折
率がそれぞれに１．８３、１．８７であり、厚さがそれぞれに５００ｎｍ、６００ｎｍで
ある。
【００５３】
　当該実施例の薄膜封止構造で封止された表示装置は、高温高湿（６０℃、９０Ｈ）の実
験条件で測定された上、貯蔵寿命が７６０ｈを超える。
【００５４】
比較例１
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　図４に示すように、本比較例の薄膜封止構造は有機発光ダイオードの一側面に内側から
順番で積層される第一無機層１１０、第一有機層２１０及び第二無機層１２０を含む。
【００５５】
　ここで、第一無機層１１０は、窒化ケイ素で形成された単一な屈折率を有する無機層で
ある。第一無機層１１０は、屈折率が１．７８であり、厚さが実施例１の第一無機層の厚
さと同じく１０００ｎｍである。
【００５６】
　第二無機層１２０は、窒化ケイ素で形成された単一な屈折率を有する無機層である。第
二無機層１２０は、屈折率が１．７８であり、厚さが実施例１の第二無機層の厚さと同じ
く１０００ｎｍである。
【００５７】
　当該比較例の薄膜封止構造で封止された表示装置は、高温高湿（６０℃、９０Ｈ）の実
験条件で測定された上、貯蔵寿命が２４０ｈである。
【００５８】
比較例２
　本比較例の薄膜封止構造は有機発光ダイオードの一側面に内側から順番で積層される第
一無機層、第一有機層及び第二無機層を含む。
【００５９】
　ここで、第一無機層は、内側から順番に窒化ケイ素で形成された第一無機層の第一サブ
層と第一無機層の第二サブ層である。第一無機層の第一サブ層と第一無機層の第二サブ層
は、屈折率がそれぞれに１．８５、１．７８であり、厚さがそれぞれに２００ｎｍ、８０
０ｎｍである。
【００６０】
　第二無機層は、内側から順番に窒化ケイ素で形成された第二無機層の第一サブ層と第二
無機層の第二サブ層である。第二無機層の第一サブ層と第二無機層の第二サブ層は、屈折
率がそれぞれに１．８５、１．７９であり、厚さがそれぞれに２００ｎｍ、８００ｎｍで
ある。
【００６１】
　当該比較例の薄膜封止構造で封止された表示装置は、高温高湿（６０℃、９０Ｈ）の実
験条件で測定された上、貯蔵寿命が３５０ｈである。
【００６２】
比較例３
　本実施例の薄膜封止構造は有機発光ダイオードの一側面に内側から順番で積層される第
一無機層、第一有機層及び第二無機層を含む。
【００６３】
　ここで、第一無機層は、内側から順番に窒化ケイ素で形成された第一無機層の第一サブ
層、第一無機層の第二サブ層、及び第一無機層の第三サブ層である。第一無機層の第一サ
ブ層、第一無機層の第二サブ層、及び第一無機層の第三サブ層は、屈折率がそれぞれに１
．８５、１．８３、１．７６であり、厚さがそれぞれに２００ｎｍ、５００ｎｍ、６００
ｎｍである。
【００６４】
　第二無機層は、窒化ケイ素で形成された単一な屈折率を有するサブ層である。第二無機
層は、屈折率が１．８７であり、厚さが１０００ｎｍである。
【００６５】
　当該比較例の薄膜封止構造で封止された表示装置は、６０℃、９０Ｈの実験条件で測定
された上、貯蔵寿命が３８０ｈである。
【００６６】
比較例４
　本比較例の薄膜封止構造は有機発光ダイオードの一側面に内側から順番で積層される第
一無機層、第一有機層及び第二無機層を含む。
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【００６７】
　ここで、第一無機層は、内側から順番に窒化ケイ素で形成された第一無機層の第一サブ
層、第一無機層の第二サブ層である。第一無機層の第一サブ層、第一無機層の第二サブ層
は、屈折率がそれぞれに１．８０、１．７６であり、厚さがそれぞれに６００ｎｍ、５０
０ｎｍである。
【００６８】
　第二無機層は、内側から順番に窒化ケイ素で形成された第二無機層の第一サブ層、第二
無機層の第二サブ層である。第二無機層の第一サブ層、第二無機層の第二サブ層は、屈折
率がそれぞれに１．８７、１．８３であり、厚さがそれぞれに６００ｎｍ、５００ｎｍで
ある。
【００６９】
　当該比較例の薄膜封止構造で封止された表示装置は、高温高湿（６０℃、９０Ｈ）の実
験条件で測定された上、貯蔵寿命が３８０ｈである。
【００７０】
　上記の技術案で記述されたように、以下の表１に本発明実施例と各比較例における貯蔵
寿命が示される。従来技術における単一な屈折率を有する無機層と有機層とを交互積層し
た封止構造に比べて、本発明の薄膜封止構造は、同じ封止厚さで、屈折率が次第増加させ
るサブ層を利用して、無機層の緻密性が向上させ、対応的に屈折率が次第増加させるサブ
層の応力も次第低減された。よって、製品の水・酸素遮断能力を効果的に向上させ、製品
の貯蔵寿命を伸ばされる。
【表１】

【００７１】
　本発明の記述において、「第一」、「第二」という術語は、説明するためのものに過ぎ
ず、重要性を指示か又は暗示するものではない。
【００７２】
　上述した実施例は、本発明のいくつかの実施形態を示したものにすぎず、その記述が具
体的かつ詳細であるが、本発明の範囲を限定するものと解釈されるべきではない。なお、
当業者にとって、本発明の趣旨から逸脱しないかぎり、若干の変形及び改良を行うことが
でき、これらもすべて本発明の保護範囲内にある。本発明の保護範囲は、特許請求の範囲
に準ずるべきである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機発光ダイオードの一側面に交互積層されている複数の無機層と少なくとも一つの有
機層とを含む薄膜封止構造であって、
　前記複数の無機層は、内側から順番で第一無機層から第Ｎ無機層までにするＮ層の無機
層（Ｎ≧２）を含み、
　少なくとも前記第一無機層の屈折率が内側から外につれ増加していくことを特徴とする
薄膜封止構造。
【請求項２】
　前記第一無機層は、内側から順番で第一サブ層から第Ｍサブ層までにするＭ層のサブ層
（Ｍ≧２）を含み、前記第一無機層のＭ層のサブ層における各サブ層の屈折率が、前記第
一サブ層から第Ｍサブ層までに次第増加することを特徴とする請求項１に記載の薄膜封止
構造。
【請求項３】
　前記第一無機層の前記Ｍ層のサブ層における各サブ層の厚さは、前記第一サブ層から前
記第Ｍサブ層までに次第増加することを特徴とする請求項２に記載の薄膜封止構造。
【請求項４】
　前記複数の無機層の屈折率が、内側から外につれ増加し、
　前記薄膜封止構造の前記複数の無機層の屈折率が、第一無機層から第Ｎ無機層までに次
第に増加することを特徴とする請求項１又は２に記載の薄膜封止構造。
【請求項５】
　前記第一無機層の屈折率範囲は、１．４５～１．９１になることを特徴とする請求項１
～４のいずれか１項に記載の薄膜封止構造。
【請求項６】
　前記第一無機層の前記第一サブ層の屈折率範囲は、１．４５～１．８１になることを特
徴とする請求項２に記載の薄膜封止構造。
【請求項７】
　前記薄膜封止構造の前記複数の無機層に前記有機発光ダイオードに一番遠隔された無機
層が前記第Ｎ無機層であり、前記第Ｎ無機層の屈折率範囲は、１．６３～１．９１になる
ことを特徴とする請求項２～４のいずれか一項に記載の薄膜封止構造。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の薄膜封止構造を製造するための方法であって、
　蒸着法により有機発光ダイオードの一側面にＮ層の無機層及び少なくとも一層の有機層
を交互に形成し、少なくとも第一無機層は屈折率が内側から外につれ増加していくことを
特徴とすることを含む方法。
【請求項９】
　前記第一無機層は、内側から順番で第一サブ層から第Ｍサブ層までにするＭ層のサブ層
（Ｍ≧２）を含み、
　前記第一無機層を形成する際に、
　温度が低い又はパワーが低い蒸着法で前記第一無機層の少なくとも一つの前記有機発光
ダイオードに隣接するサブ層を形成し、
　温度が高い蒸着法で前記第一無機層の少なくとも一つの前記有機発光ダイオードから離
れるサブ層を形成することを含み、
　前記蒸着法により有機発光ダイオードの一側面にＮ層の無機層及び少なくとも一層の有
機層を交互に形成することと、少なくとも前記第一無機層は屈折率が内側から外につれ増
加していく際に、前記有機発光ダイオードに隣接する前記第一無機層を形成することを含
むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
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